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【公共工事の品質確保の促進に関する法律 第18条「技術提案
交渉方式」 に該当】

•

•





・適用対象工事

「工事の性格等により仕様の確定が困難な場合」に適用さ

れ、以下が想定されている。

①「発注者が最適な仕様を設定できない工事」

②「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」

・「 方式」の根拠法令

「 方式」は「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」第 条の規定による「技術提案・交渉方式」に該当

する契約方式

「「国土交通省直轄工事における 技術提案・交渉方式の運用ガイドライン（ ）」より

本工事は、地下水対策工事への対策等、施工者のノウハウ

を踏まえた検討を要するため、「公示段階で仕様の確定が困

難」かつ「最も優れた技術提案によらなければ工事目的の達

成が難しい」工事に該当するものと想定。






